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投票は午前７時～午後６時

みんなで投票、みんなで参加、あなたの一票大切に�

長崎県議会議員一般選挙   投票日 ４月10日（日）

投票ができる人�

期日前投票�

投票ができない人� 市内転居者の投票�

期　　　　　間　平成23年4月2日（土）～4月9日（土）までの毎日�
時　　　　　間　8:30～20:00�
投票できる場所　�

投票日当日、何らかの理由で投票所に行って投票できない人は、期日前投票ができます。�

期日前投票所に入場券（入場券がなくても本人と確認できれば投票できます。）を持参し、宣誓書を記入

したのち、投票用紙の交付を受け、候補者氏名を記入し、そのまま投票箱に投函したら終了です。�

①日本国民で20歳以上の人�

（いちばん若い有権者は、平成3年4月11日までに生まれた人になります。）�

②選挙人名簿に登録されている人�

（今回の選挙の登録基準日は、平成23年3月31日ですので、平成22年12月31日までに転入届出をした人

　が選挙人名簿に登録されます。）�

③対馬市の選挙人名簿に登録されている人で、転出先の県内市町選挙人名簿に登録されていない人。�

※対馬市の選挙人名簿に登録されている人で、対馬市から県内に転出した人は「対馬市の各期日前投票

所で投票を行う」、「4月10日の投票日当日に対馬市の名簿登録地の投票所で投票を行う」又は「対馬市

の選挙管理委員会に不在者投票の請求を行い、転出先の県内の市町選挙管理委員会において投票する」

のいずれかの手続きで投票できます。なお、この場合において投票をされる方は、新しい住所地の市

町長が発行する「引き続き住所を有する旨の証明書（無料）」又は「住民票の写し」が投票するとき

に必要となります。証明書は新しい住所地の住民登録窓口で発行されますので、手続きを早めに行っ

てください。�

※4月2日以降で、県内の新しい住所地に転出される前であれば、期日前投票所で投票を行うことがで

きます。この場合、上記の証明書及び住民票の写しは必要ありません。�

①対馬市の選挙人名簿に登録されている人で、

　転出から4ヶ月を経過した人�

②投票日前日（4月9日）までに県外に転出した人�

③投票日前日（4月9日）までに死亡された人�

※ただし、期日前投票を行った方で、その後転 �

　出・死亡してもその投票は有効となります。�

④選挙権停止中の人�

○平成23年3月22日までに市内転居（対馬市内で

の異動）の届出をした人は、新しい住所地の投票

所で投票することができます。�

○平成23年3月23日以降に転居の届出をした人は、

前の住所地の投票所で投票することになります

ので、お間違えのないようお願いします。�

●対馬市役所　●美津島地域活性化センター　●豊玉地域活性化センター�
●峰地域活性化センター　●上県地域活性化センター　●上対馬地域活性化センター�
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手続きの方法（不在者投票の請求）�

投票日に次の理由で投票所で投票することが出来ない見込みの人（期日前投票者を除く）は、その旨の宣

誓と不在者投票用紙の交付請求の手続きを行い、滞在地の選挙管理委員会又は不在者投票施設等で不在者

投票を行うことになります。�

①4月9日までに対馬市を転出し、新しい住所地の県内の市町選挙管理委員会で投票する見込みの人（「引き

　続き住所を有する旨の証明書（無料）」又は「住民票の写し」が必要）�

②選挙期日にわたる観光、病気療養（指定病院等に入院している人を除く）等の旅行で市外に滞在中であ

　る人 （対馬市以外の市町村の選挙管理委員会で投票する人）�

③病院・老人ホームなどの不在者投票指定施設に入院、入所している人（病院長・施設長に不在者投票の

　請求の申し出が必要）�

④監獄・少年院等に収容中の人�

①転出や旅行等により、転出先及び滞在地で不在者投票しようとする人は、早めに不在者投票の交付請求

　を行ってください。告示日前でも不在者投票の交付請求は受付けています。�

②指定病院・施設に入院、入所中の患者は、病院・施設等で投票できますので、早めに病院長や施設長等

　に申し出てください。�

郵 便 投 票 �

開 　 　 票 �

郵便投票証明書をお持ちの方は、早めに郵便投票の請求及び交付手続きを行ってください。請求は、4月6

日（水）までです。また、身体障害者で身体障害者手帳に「上肢又は視覚の障害が1級である者」、戦傷病者

で戦傷病者手帳に「上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者」として記載されて

いる方は、郵便等による代理記載制度もあります。�

なお、郵便投票等による不在者投票についての詳しいことは、対馬市選挙管理委員会及び各地域活性化セ

ンター選挙担当にお気軽にご相談ください。�

　　対馬市選挙管理委員会�

　　　………………☎0920（53）6111�

　　美津島地域活性化センター選挙担当�

　　　………………☎0920（54）2271�

　　豊玉地域活性化センター選挙担当�

　　　………………☎0920（58）1111　　�

　　峰地域活性化センター選挙担当�

　　　………………☎0920（83）0301�

　　上県地域活性化センター選挙担当�

　　　………………☎0920（84）2311　　�

　　上対馬地域活性化センター選挙担当�

　　　………………☎0920（86）3111

問い合わせ�

不在者投票�

午後8時30分から「シャインドームみね」で即日開票します。�

�
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対馬市農業委員会委員�
20名が決定�

観光物産推進本部からのお知らせ�

はかりの検査を行います�

問い合わせ�

①農畜産（肉乳品・精米等）②水産③調味④米穀⑤精肉⑥鮮魚⑦青果⑧ストアー・百貨店
⑨嗜好品（お茶・コーヒー等）⑩みやげ品等⑪病院・薬局・保健所⑫協同組合（農協・漁協等）
⑬運送業⑭雑貨（金物・燃料等）⑮学校・幼稚園・保育所⑯その他

取引や証明に「はかり」を使用している方は、計量法により、2年に1度、定期検査を受ける必要があります。
次の日程で検査を実施しますので、該当する事業者などは必ず検査を受けてください。

検査を受けなくてよい計量器
○家庭で使用されているはかり

○民間計量士で検査を受けたはかり

　観光物産推進本部　☎0920（53）6111　　長崎県計量検定所　☎095（844）9892�

　指定定期検査機関（社）長崎県計量協会　☎095（841）9491

4月13日（水）�
  �
  �
4月14日（木）  �

4月15日（金） �

4月20日（水）  �

4月21日（木）�

4月22日（金）  �

4月27日（水）  �

4月28日（木）  

検査日� 会　　　　場� 時　間�
  9:30～12:00�
13:00～14:00�
15:00～16:00�
  9:30～12:00�
14:00～16:00�
10:00～12:00�
13:30～15:00�
10:00～11:30�
13:00～15:00�
11:00～12:00�
14:00～16:00�
  9:30～12:00�
13:00～15:30�
  9:30～12:00�
13:00～15:30�
10:00～12:00

上対馬総合センター�

一重地区集会施設�
佐須奈ふるさとセンター�
上県地域活性化センター仁田出張所�
中対馬開発総合センター�
峰地区公民館�
豊玉町漁業協同組合水崎支所�
仁位生活館�
対馬市役所佐須出張所�
対馬市役所豆酘出張所�
対馬市交流センター�
地下駐車場�

美津島文化会館�

小船越コミュニティーセンター�

【検査日程】

～検査の対象となる主な事業場～�


